
 

オープンカウンター方式による見積合せの公示 

 

次のとおり、オープンカウンター方式による見積合せを実施します。 

令和６年１月 24 日 

独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部 

総務企画部長 野口 哲郎 

 

１ 業務内容 

（１）業務件名 令和５年度職員宿舎入居者入替に伴うハウスクリーニング業務 

（２) 業務内容 仕様書による 

（３）履行期間 契約締結日から令和６年４月 30 日まで 

（４）履行場所 福島県いわき市内 

（５）見積方法 

見積金額は、仕様書に示す業務内容に係る想定数量（機構提示）に単価を乗じて得た

総額を記載すること。また、見積金額の内訳書（指定様式）を見積書に同封するものと

し、当該内訳書に記載された単価を単価契約とする。なお、当該内訳書に記載された合

計額と見積書に記載された見積金額に誤りがあった場合及び当該内訳書の記載に間違

いがあった場合、見積書は無効とする。 

契約の相手方の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の 100 分の

10 に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金

額を切り捨てた金額とする。）をもって決定価格とするので、見積書を提出する者は、消

費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もっ

た契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を見積書に記載すること。 

２ 参加資格 

（１）独立行政法人都市再生機構会計実施細則（平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第

95 号）第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと。 

（２）当機構東日本地区において、令和５・６年度の物品購入等の契約に係る競争参加資格

を有している者で、登録業種区分が「役務提供」の認定を受けていること。 

（３）公示日から見積合せ日までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措

置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 

（４）暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこ

と。（詳細は、機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連

様式・標準契約書→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を

支配する者又はこれに準ずる者、を参照） 

（５）本公示、仕様書及びオープンカウンター方式による見積合せ説明書等を承諾している

こと。 
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※オープンカウンターについて 

https://www.ur-net.go.jp/order/aratanatorikumi.html 

 

３ 見積書の提出場所等 

（１）見積書の提出場所及び見積手続等に関する問合せ先 

〒970－8026 福島県いわき市平字田町 120 ラトブ 7 階 

独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部総務企画部経理課 

電話 0246－38－8079 

（２）見積書の提出期限及び提出方法 

①提出期限 令和６年１月 31 日（水） 15 時 00 分 

②提出方法 持参又は郵送とする。但し、郵送による場合は簡易書留郵便とし、同日同

時刻必着とする。提出場所は上記（１）と同じ。見積書は二重封筒とし、

表封筒には見積書在中の旨を朱書きのうえ、上記（１）の提出場所を記載

してください。中封筒には別紙様式３のとおり業務名等を記載し、見積書・

内訳書を入れてください。 

（３）見積合せの日時 

見積書の提出期限後、遅滞なく実施する。なお、見積参加者の立会は求めない。 

（４）見積書・内訳書の様式 

  別紙様式１及び別紙様式２のとおり。 

４ その他 

（１）契約保証金 免除 

（２）契約書作成の要否 要（請書） 

別紙様式６の請書により作成するものとする。 

また「個人情報等の保護に関する特約条項」及び「外部電磁的記録媒体の利用に関す

る特約条項」を請書と同日付で締結するものとする。機構ホームページ→入札・契約情

報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→特約条項等を参照。 

※機構ホームページ URL 

https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html 

（３）見積りの無効 

本公示に示した競争参加資格のない者のした見積り及び見積りに関する条件に違反

した見積りは無効とする。 

（４）契約の相手方の決定方法 

独立行政法人都市再生機構会計規程第 52条の規定に基づいて作成された予定価格の

制限の範囲内で最低価格をもって有効な見積りを行った者を契約の相手方とする。 

（５）競争参加資格の認定を受けていない者の参加 

上記２（２）に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も、上記３（２）により
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見積書を提出することができるが、競争に参加するためには、見積書の提出と同時に当

該資格審査に係る申請書を上記３（１）宛に提出し、当該資格の認定を受け、かつ、競

争参加資格の確認を受けなければならない。 

（６）別紙様式４の使用印鑑届（代表者の印鑑証明書（提出日の３ヶ月以内の原本）を添

付）及び別紙様式５の年間委任状（代表者名で入札を行う場合は不要）を上記３（２）

①提出期限までに上記３（１）に提出すること。ただし、令和５年４月１日以降に提

出済みの場合、再度提出する必要はない。  

（７） 仕様書の内容に係る質問等の受付先 

福島県いわき市平字田町120 ラトブ７階 

独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部  

総務企画部 総務企画課（担当：中島） 

電話 0246-38-8079 

 

以 上 
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見 積 書 

    

金            円也（税抜） 

 

 

ただし、 令和５年度職員宿舎入居者入替に伴うハウスクリーニング業務  

 

  オープンカウンター方式による見積合せの公示を承諾の上、見積りします。 

 

   令和  年  月  日 

 

            住 所 

            氏 名                印 ※１ 

   

 

  独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部 

   総務企画部長 野口 哲郎 殿 

 

※１ 本件責任者（部署名・氏名）：                        

担 当 者（部署名・氏名）：                         

※２ 連絡先（電話番号）  １ ：                                                 

連絡先（電話番号）  ２ ：                                                 

 

※１ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 

押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 

※２ 電話は、事務所等の「代表番号」「代表番号＋内線」「直通番号」等を記載。 

個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、１回線の記載も可。 

 

■見積合わせ結果の連絡先 

部署名・氏名  

電 話 番 号  

メールアドレス  

（別紙様式１） 
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                   令和  年  月  日                     

                                 住 所 

氏 名 

内訳表 
作業面積 間取 単価（税抜） 

A 

想定数量 

B 

金額（税抜） 

C（A×B） 

25 ㎡以上 30 ㎡未満 1DK 円  １ 件 円 

30 ㎡以上 35 ㎡未満 1DK 円 ２ 件 円 

1LDK 円 ６ 件 円 

2K 円 １ 件 円 

35 ㎡以上 40 ㎡未満 1K 円 １ 件 円 

1LDK 円 ６ 件 円 

40 ㎡以上 45 ㎡未満 1LDK 円 １ 件 円 

45 ㎡以上 50 ㎡未満 1LDK 円 １ 件 円 

50 ㎡以上 55 ㎡未満 2LDK 円 １ 件 円 

55 ㎡以上 60 ㎡未満 2LDK 円 １ 件 円 

60 ㎡以上 65 ㎡未満 2LDK 円 １ 件 円 

65 ㎡以上 70 ㎡未満 3LDK 円      １ 件 円 

合計額 円 

（別紙様式２） 

5 

 



 

 

 

■中封筒の記載 

 

 表             裏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  当機構ホームページで公表している「令和５・６年度有資格者名簿（東日本地区）

物品購入等」に記載されている登録番号を記載すること。 

   なお、競争参加資格を申請中の者にあっては、「競争参加資格申請中」と記載する

こと。 

提出された見積書については、開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをす

ることができないので注意すること。 

※ 見積書の押印を省略する場合、封筒に「（押印省略）」と記載すること。 
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（別紙様式３） 
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使 用 印 鑑 届 

 

 

  

      使用印          実印 

 

 

 

 

 上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使

用する印鑑としてお届けします。 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

 

 

     住    所   

     商号又は名称   

         代 表 者                       印 

 

 

 

独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部 御中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、

再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。 

 ２ 本届には、印鑑証明書（原本・発行開始日から３か月以内）を添付すること。なお、委任状

又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は１部で足りる。 

（別紙様式４） 
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年 間 委 任 状 

 

独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部 御中 

 

（委任者）住所 

     商号又は名称 

     氏名                印 

 

（受任者）住所 

     商号又は名称 

     氏名                印 

 

私は上記の者を代理人として定め、次の独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本

部の発注する、 建設工事、建設コンサルタント等業務、物品役務 に関し、下記の通り権

限を委任します。 

 

１ 委任事項 

（１）入札及び見積に関する件 

（２）契約の締結及び履行に関する件 

（３）契約代金の請求及び受領に関する件 

（４）復代理人の選任に関する件 

（５）契約保証に関する件 

（６）共同企業体に関する件 

（７）その他契約に関する一切の件 

 

２ 委任期間 

   令和  年  月  日 から 令和７年３月 31 日 まで 

 

 

代理人（受任者） 

使用印鑑 

 

 

 

注１ 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、

再度の提出をすること。 

 ２ 委任状には、委任者の印鑑証明書（原本・発行日から３か月以内）を添付すること。 

（別紙様式５） 
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請   書 

 

１ 業 務 名  令和５年度職員宿舎入居者入替に伴うハウスクリーニング業務 

２ 履 行 場 所  福島県いわき市内 

３ 履 行 期 間  令和６年 月 日から令和６年４月30日まで 

４ 請負代金額  別紙価格表のとおり 

 

上記業務をお請けするについては、次の条項を承諾の上、確実に履行いたします。 

 

令和 年 月 日 

 

独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部 

総務企画部長 野口 哲郎 殿 

 

受注者  住 所   

 氏 名 

  印 

 

 

第１条 受注者は、この請書に定めるもののほか、仕様書（現場説明書及び現場説明に

対する質問回答書を含む。）に基づき頭書の請負代金額をもって、頭書の履行期間内

に頭書の業務を完了しなければならない（以下、契約名称、履行期間及び請負代金額

については、「頭書の」を省略する。）。 

第２条 削除 

第３条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継

させてはならない。ただし、あらかじめ、機構の承諾を得た場合は、この限りでない。 

第４条 受注者は、この契約の履行について、業務の全部を一括し、又は業務の主体的

部分を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。 

２ 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あら

かじめ、機構の書面による承諾を得なければならない。これらを変更しようとすると

きも同様とする。 

第５条 受注者は、業務の履行、履行場所の管理その他業務に関する一切の事項につい

ては、監督員の指示監督を受けなければならない。 

第６条 機構は、業務を受注者に発注するときは、その都度業務依頼書を発行するもの

とし、受注者はこの業務依頼書に基づき業務を履行するものとする。 

第７条 削除 

（別紙様式６） 
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第８条 受注者は、業務の履行が仕様書等に適合しない場合において監督員の指示があ

ったときは、直ちに、これに従わなければならない。 

第９条 受注者は、業務に支障を及ぼす天候の不良、その他受注者の責めに帰すること

ができない事由又は正当な事由により履行期間内に業務を完了することができない

ときは、遅滞なく、履行期間の延長について協議しなければならない。 

２  機構は、前項の規定による協議があった場合において、必要があると認められると

きは、履行期間を延長しなければならない。機構は、その履行期間の延長が機構の責

めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更

を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

第10条 受注者は、前条以外の事由により、行期間内に業務を完了することができない

ときは、遅延日数につき請負代金額の年（365日当たり）３パーセントに相当する履

行遅滞金を納めなければならない。 

２ 機構の責めに帰すべき理由により、請負代金の支払いが遅延したときは、受注者は、

請負代金額につき、遅延日数に応じ年（365日当たり）2.5パーセントの割合で計算し

た額の遅延利息の支払いを請求することができる。 

第11条 受注者は、業務が完了したときは、その旨を書面をもって機構に通知しなけれ

ばならない。 

２ 機構は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に受

注者の立会いの上、業務の完了を確認するための検査を完了するものとする。 

３ 前項の場合において、検査に通常必要な経費は、特別な定めのある場合を除き、す

べて受注者の負担とする。 

４ 機構は、第２項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者は直ちに業務完了

報告書を機構に提出するものとする。 

５ 機構は、受注者が前項の業務完了報告書を提出しないときは、請負代金額の支払い

と同時に当該業務完了報告書の提出を求めることができる。この場合においては、受

注者は、直ちにその提出をしなければならない。 

６ 受注者は、業務が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して機構の検査を

受けなければならない。この場合においては、修補等の完了を業務の完了とみなして

前各項の規定を適用する。 

第12条 機構は、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合

しないもの（以下「契約不適合」という。）であるときは、引渡しを受けた日から１

年以内に機構から受注者への通知があった場合に限り、無償で目的物の修補、代替物

の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができるものとする。

ただし、契約不適合が機構の責めに帰すべき事由によるものであるときは、機構は履

行の追完を請求することができない。 

２ 前項の場合において、機構が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間
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内に履行の追完がないときは、機構は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求

することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすること

なく、直ちに代金の減額を請求することができる。 

一 履行の追完が不能であるとき。 

二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

三 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内

に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が

履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 

四 前３号に掲げる場合のほか、機構がこの項の規定による催告をしても履行の追完

を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 

第13条 業務内容若しくは履行期間の変更又は業務の一時中止等の事由により請負代

金額を変更する必要を生じたときは、受注者は機構との協議に応じなければならない。 

第14条 受注者は第11条第２項の検査に合格したときは、請負代金額の明細を記載した

書面をもって請負代金額の支払いを請求することができる。 

２ 機構は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に請

負代金を支払うものとする。 

第15条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、機構と受注者が

協議して定めるものとする。 

 

以 下 余 白  
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価格表 

 
   請負代金額はこの価格表に基づき算定した金額に、消費税及び地方税相当額を

加算した金額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業面積 間取 単価（税抜） 

25 ㎡以上 30 ㎡未満 1DK 円  

30 ㎡以上 35 ㎡未満 1DK 円 

1LDK 円 

2K 円 

35 ㎡以上 40 ㎡未満 1K 円 

1LDK 円 

40 ㎡以上 45 ㎡未満 1LDK 円 

45 ㎡以上 50 ㎡未満 1LDK 円 

50 ㎡以上 55 ㎡未満 2LDK 円 

55 ㎡以上 60 ㎡未満 2LDK 円 

60 ㎡以上 65 ㎡未満 2LDK 円 

65 ㎡以上 70 ㎡未満 3LDK 円      
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